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平成２７年度 総務部 経営計画書 

職・氏名 経 営 方 針 経 営 資 源 

総務部長 

坪井 裕一郎 

●使命 

私たち総務部は、総合計画に掲げる「人と自然が織りなす幸せ実感都

市 瀬戸内」の将来像に向かい、複雑化する行政課題に対応できる職

員を育成し、市民ニーズにこたえられる、透明で開かれた市役所をめ

ざします。 

●基本方針 

透明で開かれた市役所があるまちを目指して、広く市民に分かりやす

い情報を発信する。また社会文化に功績のあった市民に対して、名誉

市民の称号を贈るとともに、自治の振興に功労、また善行があったも

のを表彰する。 

市民ニーズにこたえる市役所があるまちを目指して、職員の人材育成

を目的とした人事評価制度を構築するとともに、歳入確保のため、未

使用の公共用地の売却、有効利用を図る。 

所 管 課 秘書広報課・総務課・契約管財課 

 

人  員 
正職員 臨時職員 合計 

２１人 １０人 ３１人 

一般会計 ３６１，５９２ 
千円 

特別会計  
千円 

計   ３６１，５９２ 
千円 

（うち人件費）    （２９３，４８６ 千円） 

 

重点項目 内容 成果目標 9月末の進捗状況 1月末の進捗状況 3月末の達成状況 

1 

総合教育会議の設

置・運営と及び大

綱の策定 

地方行政の組織運営に関する法

律の改正に伴い、総合教育会議を

設置するとともに、教育の振興に

関する施策の大綱を策定する。 

５月中に第１回目の総合教

育会議を開催し、総合教育

会議の役割等基本的な方針

を協議する。また教育基本

法の基本的な方針を参酌し

た、教育の振興に関する施

策の大綱を策定する。 

 

２回の総合教育会

議を経て、教育大綱

（案）を策定。現在

パブリックコメン

トを実施中。 

パブリックコメント

を経て１１月に教育

大綱を策定。 

2月 18日に教育大綱

を踏まえた平成 28

年度当初予算案につ

いて総合教育会議で

説明 
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重点項目 内容 成果目標 9月末の進捗状況 1月末の進捗状況 3月末の達成状況 

2 

表彰及び名誉市民

の選考に伴う基準

の策定 

合併以後、名誉市民の選定を行っ

ていない。また、表彰も２～３の

団体、個人にとどまっている。こ

のため、詳細な選考基準を策定

し、功労、また善行の表彰、名誉

市民の選考について検討する。 

表彰に関する基準を策定す

る。また、名誉市民の選考

に関する基準を策定すると

ともに、名誉市民条例に選

考委員会の設置の条文を加

え、条例改正を行う。 

名誉市民条例の改

正案を作成。１１月

議会に提出予定 

改正案の内容を精査

し、２月議会に名誉

市民条例改正案を提

出することとした。 

2 月議会に名誉市民

条例を提案し議決さ

れた。 

3 

文書管理の基準の

見直しと西棟書庫

の整理 

合併以後、西棟の文書庫の整理が

出来ていない。このため文書管理

の基準を見直し、西棟書庫を整理

する。 

１０月までに文書管理の基

準を見直し、職員説明会を

行う。また、２７年度末ま

でに西棟書庫を整理する。 

十分な協議が出来

ていない。 

各部署に西棟書庫の

整理を指示。旧町の

書類等を玉津保育園

（幼稚園）に移動。 

文書管理の手引を作

成した。平成２８年

度からは、本手引に

より文書管理を行う

予定。 

西棟書庫について

は、旧町の非現用文

書を対象として、文

書担当者を中心に整

理を行った。 

4 

人事評価制度の構

築 

平成２８年度の本格実施をめざ

し、勤勉手当に反映できるよう、

現在試行中の人事評価制度につ

いて再検討を行う 

９月までに現在の人事評価

制度の見直しを行い、「人

事評価の手引き」を策定す

る。これをもとに職員研修

を行うとともに、評価の調

整、職員からの苦情対応の

ための委員会を設置する。 

 

 

職種ごとの評定要

素基準表の見直し

を行っている。１１

月中に「人事評価の

手引き」を策定する

必要がある。 

職種ごとの評定要素

基準表を作成し、新

しい基準を用いて職

員研修を行った後、

人事評価を実施。 

今年度新たに作成し

た評点要素基準表を

用いた人事評価の結

果を 3月中にフィー

ドバックした。また、

新しい基準表や人事

評価制度そのものに

ついてのアンケート

調査を実施した。今

後はアンケート結果

などを参考に制度構

築に努めたい。 
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 重点項目 内容 成果目標 ９月末の進捗状況 １月末の進捗状況 ３月末の進捗状況 

5 

公共用地の有効利

用、また売却によ

る歳入確保 

旧養護老人ホーム「楽々園」跡地

の売却や、公共施設の未使用部分

の太陽光発電施設設置の貸付に

より、歳入の確保や効果的な活用

を図る。 

楽々園跡地については、９

月までに鑑定を行い、供養

塔の管理も含め、売却方法

を検討し、２７年度末まで

に売却する。公共施設の太

陽光発電施設の貸付につい

ては、５月末までに業者を

公募により決定する。 

８月議会において

旧楽々園の不動産

鑑定費用が議決と

なり、１０月に発注

する予定。 

太陽光発電の屋根

貸しについては、７

月に協定を締結。 

旧玉津小学校跡地利

活用事業のプロポー

ザル基本方針を策

定。３月に公募の公

表予定。 

旧玉津小学校跡地利

活用事業のプロポー

ザルのための第 1回

審査委員会を３月に

実施。また実施要領

の公表。６月締切で

７月事業者決定、１

０月事業実施予定。 

6 

公共施設再編計画

の周知と具体化 

公共施設再編計画の議会、市民へ

の周知と保健福祉部を中心とし

た組織の統合の検討を行う。 

公共施設再編計画について

議会に対して説明を行うと

ともにホームページで公表

する。また、保健福祉部等

の移設検討のための概算工

事費、跡地活用等基礎調査

を行う。 

公共施設再編計画

については、パブリ

ックコメントを実

施し、計画を確定。

保健福祉部の本庁

移転については委

託仕様書を策定中。 

保健福祉部の本庁移

転の計画案を策定。

今後の方針について

検討する。 

保健福祉部の本庁移

転の可能性調査を建

築面等（委託設計）

からおこなったが、

総合的に考えると可

能性が低いことが判

明。再度、福祉部の

移設計画の見直しが

必要。 

 

 


